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 マスクの着用について 

（1）スポーツ庁の通達にもあるように練習中は、マスクを外してもよい。マスクをしたい

という子どもにはマスクの着用を可とするが、指導者は練習中の子どもの様子を注意深く

観察すること(熱中症予防) 

（2）指導者は原則としてマスク又はフェイスシールドを着用すること。ただし、自らの身

体へのリスクがあると判断する場合や、指導のため自ら運動を行う場合などはマスクを外

してもよい。なお、マスクを外す際は、不必要な会話や発声を行わず、両手を伸ばしても触

れない距離を確保すること。 

見学や送迎の保護者については、マスクの着用を義務づけること 

 

【スポーツ庁】 

学校の体育の授業におけるマスク着用の必要性について 

https://www.mext.go.jp/sports/content/20200522-spt_sseisaku01-000007433-1.pdf 
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